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R6.10改訂

その他の供託についてオンラインで
申請をする場合



供託かんたん申請って？？

供託金の納付方法は、電子納付となります。電子納付は、ペイジー
（「Pay-easy」）対応のインターネットバンキングまたはＡＴＭを使用
して行います。

１

初めての方でも簡単にご利用いただけるオンラインによる供託申請
の方法です。専用ソフトのダウンロードや環境設定が不要であり、イ
ンターネットに接続できるパソコンがあれば、すぐに利用できます。
ただし、電子署名や添付ファイルを付すことができないため、供託

物の払渡請求の申請等、お客様の手続になじまない場合がございます。
その場合には、申請用総合ソフト（法務省のＨＰより無料でダウン
ロードができます。）を御利用ください。

平日の8時30分～21時まで申請できます

登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜
日までの８時３０分から２１時まで（国民の祝日・休日、１２月２９日
から１月３日までの年末年始を除く。）です。
法務局の平日の窓口業務終了以降の時間帯についても、ご利用いただ

くことが可能ですが、申請書情報が１７時１５分以降に同システムに到
達した場合には、供託所での受付日は翌業務日となりますので、ご注意
願います。

供託金の納付方法は？？

申請で取得できるのは書面の正本です

供託かんたん申請では、書面の供託書正本が発行されます。
申請書情報の作成の際に、書面の供託書正本の受領方法について、窓

口交付又は送付のどちらかを選択してください。
なお、送付を請求される場合は、供託所宛てに、供託者の住所・氏名

を記入し、郵便切手を貼付した返信用封筒を到達通知とともに送付して
ください。



供託かんたん申請による申請で、委任状、資格証明書等を別に送付して
提出する場合には、申請書様式の「送付する添付書面あり」欄にチェック
した上で、申請書情報が供託所に到達した日から５日以内（土・日等の休
日も含まれます。）に供託所に送付又は持参してください。
なお、申請人が、登記のある会社・法人の代表者・支配人等の場合は、

会社代表者の資格証明書の送付は不要ですが、官庁に認可された団体等で
あれば、主務官庁から発行された資格証明書が必要になります。

供託物の払渡請求は、電子署名を付すことが必要であるため、かんた
ん申請で行うことはできません。申請用総合ソフトをご利用ください。
なお、申請用総合ソフトを使って、会社・法人が供託申請をする場合、

商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書を送信すれば、印鑑証明書
を省略することができます。

・供託者または被供託者が複数の場合。

これらの申請の場合には、申請用総合ソフトが必要となります。

２

その他、かんたん申請では行えない申請

かんたん申請を使って払渡請求を行うことはできま
せん

添付書類等は送付又は窓口に持参してください



「供託かんたん申請」を初めて利用する際には、「登記・供託オンライン
申請システム」ホームページにおいて、申請者情報の登録が必要となりま
す。
※既に登録済みの方は不要です。

「登記・供託オンラインシステム」のトップページ（URL:https://www.touki-kyoutaku-
online.moj.go.jp/ ）へアクセスし、「申請者情報登録」をクリックします。

利用規約をご確認の上、画面下の「同意する」をクリックします。
３



申請者情報入力を入力します。

以下の必須項目は必ず入力してください。

・申請者ID：半角英数字で１１文字以内
・パスワード：８文字以上２０文字以内の半角英数字及び記号の組合せ
・氏名・住所：２０文字以内の全角文字
・氏名・住所（フリガナ）：２０文字以内の全角カタカナ
・郵便番号、連絡先・電話番号及び連絡先・ＦＡＸ番号：半角数字
・メールアドレス：携帯電話のメールアドレスも可
・質問(キーワード）と答え（キーワード）：パスワードを忘れたときに使用します。

なお、入力に誤りがあると黄色でエラーが表示されます。

必要事項を記入の上、「確認（次へ）」をクリックし、申請内容を確認し登録完了
です。

４



供託を申請する場合には、以下の手順により、申請者情報を作成し、供託
所（法務局）へ送信します。
２回目以降の申請には、前回入力したものを再利用することができます。

「登記・供託インライン申請システム」トップページの「供託かんたん申請」をクリック
します。

申請者ＩＤ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

５



「供託所選択」をクリックします。

「供託（金銭）その他【かんたん】」をクリックします。
※申請の内容によっては、別な書式を選択する場合もあります。

６



申請先の供託所(法務局)を選択します。ここでは、「北海道」→「旭川地方法務局」をクリックします。
※債務の支払場所により管轄が定まります。管轄がご不明な場合は、お問い合わせください。

① 供託者が法人の場合、供託者の本店・会社名を登記事項証明書どおりに入力します。
供託者が個人の場合、住民票上の住所と氏名を入力します。
※登録した申請者情報の内容が自動表示されますので、必要に応じて修正を行ってください。

② 供託者が法人の場合、代表者の資格と氏名を入力します。
例）代表者 代表取締役 札幌太郎

※供託するのが個人の場合、入力は不要です。

④－１ 会社法人等番号を入力します（会社の登記事項証明書の送付が不要となります）。
④－２ 支配人その他の登記のある代理人を②に入力した場合にその会社法人等番号を入力します。

※供託するのが個人の場合、入力は不要です。

７

④－１

④－２

①

②

③

③ 相手方（債権者）となる方の住所と名前を入力します。
相手方が法人の場合、住所と法人名のみ入力します（代表取締役等は不要です）。



⑥

８

⑤ 供託の原因たる事実（⑥）に基づいて供託する根拠となる法令条項を入力します。
複数の条文が根拠となる場合、⑤には「備考欄のとおり」と入力し、備考欄に根拠法令を入力

します。

例１）弁済供託の場合
供託の原因となる契約の締結日（又は直近の合意更新日）が
２０２０年３月３１日以前の場合、民法第４９４条と入れる。
２０２０年４月 １日以降の場合、受領拒否・・・・民法第４９４条第１項第１号

受領不能・・・・民法第４９４条第１項第２号
債権者不確知・・民法第４９４条第２項 と入れる。

例２）執行供託の場合
強制執行による差押命令が１件のみ・・・民事執行法第１５６条第１項
強制執行による差押命令が２件以上・・・民事執行法第１５６条第２項

⑤

⑥ 供託の原因たる事実を入力します。

※弁済供託をする際に、遅延損害金を計算し端数（少数点以下）が発生した場合、
四捨五入をして金額を確定することとなります。
四捨五入をした場合、備考欄（画面下の方にあります）には
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第３条第１項による」と入力してください。

※⑤⑥にどのような記載をすべきかは
法務省の記載例（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00015.html）を確認してください。

※ご不明な場合は、供託を予定している供託所（問い合せ先は１９ページ参照）にお問い合わせ
ください。



９

⑨ 「送付する添付書類あり」にチェックを入れます。
※代理人が申請する場合、委任状の送付が必要になり、チェックを入れる必要があります。

⑩ 「供託通知書を発送する」にチェックを入れます。
※弁済供託の場合、被供託者に対して供託した旨の通知が必要になります。法務局から供託者名で
被供託者に対して供託通知書の送付を希望される方は、 「供託通知書を発送する」にチェックして
ください。

供託通知書の送付を請求する場合は、「余白に申請番号を付記した正本返信用封筒（宛名と切手
を貼ったもの）」とともに差出人供託者、宛先被供託者とする封筒を供託所に送ってください。

⑪

⑪ 「書面の供託書正本の送付（注）を請求する。」にチェックを入れる。
※書面の供託書正本の送付を請求する場合は、「余白に申請番号を付記した正本返信用封筒（宛
名と切手を貼ったもの）」を供託所に送ってください。
※「到達通知を印刷したもの」を同封した場合には、封筒に申請番号の付記は不要となります。

「次へ」をクリック

⑩

⑦ 供託金額を入力します。

⑧ 「供託により消滅すべき質権又は抵当権」がある場合や 「反対給付」がある場合、
チェックをつけ内容を入力します。

⑦

⑧

⑨

⑫事前の内容確認
内容に誤りがあると、補正作業が必要となります。
初めて供託される方は、可能な限り供託所に対して、事前の内容確認をお願いします。



入力内容を確認し、「確定」をクリックします。

名前又は会社名をカタカナで入力し、「確定」をクリックします。
※オンライン申請の場合は「電子納付」の方法による納付します。 １０



申請情報に誤りがなければ、「送信実行」をクリックし、供託所へ申請を送信します。

申請情報の送信後、「処理状況を確認する」をクリックします。

申請情報を印刷する場合、該当事件をクリックして申請情報を表示させて右クリックにて、
印刷してください。
「到達通知」をクリックし、到達通知の内容を確認します。

※「到達通知」が表示されるまで少々時間がかかります。

到達通知の内容が表示されるので、画面内を右クリックして「印刷」をクリックし、印刷をします。
※ここで印刷したものを供託書正本を送付するための封筒とともに供託所（法務局）へ送付してく
ださい。

１１



「お知らせ」ボタンが表示されましたら、「お知らせ」をクリックし、内容を確認します。
※お知らせボタンが表示されるまでにお時間がかかります。

◎添付書面の送付に関する「お知らせ」の場合は、到達通知及び供託書正本を送付するための返信用封筒
とともに申請情報が到達してから５日以内に到達するよう供託所（法務局）へ送付してください。
確認後、「戻る（処理状況照会）」をクリックして戻ります。
※添付書類は期限内に送付してください。

添付書類が供託所（法務局）に送付され、内容の審査が完了すると「お知らせ」と「納付」ボタンが表
示されるので、「お知らせ」の内容を確認します。
その後、「納付」をクリックします。

納付情報が表示されるので、内容を確認します。納付期限を確認の上、期限内に納付してください。
期限内に納付しないと供託は失効します。
※ペイジー対応のＡＴＭにて納付する場合は、「収納機関番号」等を使用するので、この画面を右ク
リックで印刷します。

１２

◎補正に関する「お知らせ」の場合は、１３ページ 「４．供託申請を補正する」をご確認ください。

◎取下に関する「お知らせ」の場合は、１４ページ 「５．供託申請を取り下げる」をご確認ください。

返信用封筒みほん



電子納付の方法は、ゆうちょ銀行などの「ペイジー対応のＡＴＭによる
方法」と「ペイジー対応のインターネットバンキングによる方法」の２つ
があります。

①ペイジー対応のＡＴＭによる方法

②ペイジー対応のインターネットバンキングによる方法

入金後、供託所（法務局）で納付を確認次第、供託書正本・供託通知書を作成します。供託書正
本・供託通知書は、お客様が送付した「送付用封筒（切手の貼付をお願いします）」により、お
客様・被供託者の元へ送付いたします。

ＡＴＭの「ペイジー」ボタンを押して、画面
の案内に従って
【収納機関番号】
【納付番号】
【確認番号】
を入力し、納付してください。

上の画面において、「電子納付」をクリックすると、「e-Gov（イーガブ）」のホームページに接
続されるので、画面の指示に従って、電子納付を行います。

１３



供託申請送信後に、申請内容に不備があった場合、供託所から補正の
連絡が「お知らせ」に届きます。

「お知らせ」をクリックして、補正すべき内容を確認します。

補正すべき内容を確認後、「再利用」をクリックし、指摘箇所を補正をします。

「補正のコメントを受領したので補正申請として申請する。」のチェックボックスの
チェックを入れ、「補正対象申請番号」に補正対象となる申請番号（初回の申請番号）
を入力します。
「次へ」とクリックし、内容を確認の上、「送信実行」をクリックしてください。
これで補正申請は完了です。

１４



申請内容に誤りがあった際に供託申請を取り下げることができます。取
り下げる場合は、以下の手順により取下書を作成し、供託所（法務局）へ
送信します。

「登記・供託オンライン申請システム」のトップページの「供託かんたん申請」をクリック
し、ログイン後、「取下書【かんたん】」をクリックします。

「供託所選択」をクリックし、申請を行った供託所(法務局)を選択します。ここでは、「北海
道」→「旭川地方法務局」をクリックします。

１５



「申請者の住所と氏名」、「取下する申請番号」、「取下する申請様式」、「取下理由」を
入力します。
※申請者の住所・氏名は登録した申請者情報の内容が自動表示されます。

供託申請した時と同じように、本店・会社名・代表者の資格氏名に修正してください。

「次へ」をクリックします。
１６



入力内容を確認し、「確定」をクリックします。

入力内容に誤りがなければ、「送信実行」をクリック。
※送信実行以降は、申請データの修正ができませんのでご注意ください。

内容の審査が完了すると、処理状況が「手続終了」及び「取下完了」と表示されます。
これで取下げの手続が完了です。
※返却書類がある場合は、切手を貼付した返信用の封筒を送ってください。

１７



２回目以降の申請の場合は、申請書情報を作成する際に、前回の申請
書情報を再利用することができます。

「登記・供託オンライン申請システム」のトップページへアクセスし、
「供託かんたん申請」をクリックします。

申請者ＩＤ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

１８



前回の供託事件について、「再利用」ボタンをクリック。

前回の申請書情報が表示されるので、「供託の原因たる事実欄」中、「何月分」など、
必要な箇所を修正します。
以降の手続は、初回の場合（Ｐ９～入力内容の確認）と同じです。

「処理状況を確認する」をクリックします。

１９

※前回の供託の申請の際に、補正申請をしている場合、再利用すると、前回
補正した際の補正対象申請番号が入力されたままになっているので、補正
チェックボックスと補正対象申請番号を削除した上で申請してください。



申請方法や供託に関するお問い合わせについては、お近くの法務局へお
問い合わせください。

「登記・供託オンライン申請システム」の操作に関するお問い合わせについては、「登記・
供託オンライン申請システム 操作サポートデスク」へお問い合わせください。

電話によるお問合せ

050-3786-5797
月曜日から金曜日まで８時３０分から１９時まで
（国民の祝日・休日、１２月２９日から１月３日ま
での年末年始を除く。）

メールフォームによる
お問合せ

① 「ＦＡＱ・お問い合わせ」画面から
② 「システムの操作に関するお問い合わせ」をクリック
③ 「メールフォームはこちら」をクリックし、指示に従い送信してください。

２０

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/faq_contact.html

〒078-8502 旭川市宮前１条３丁目３番１５号
旭川地方法務局供託課 （℡０１６６－３８－１１６７）

〒096-0011 名寄市西１条南１１丁目１番地５
旭川地方法務局名寄支局 （℡０１６５４－２－２３４９）

〒094-0015 紋別市花園町２丁目２番４号
旭川地方法務局紋別支局 （℡０１５８－２３－２５２１）

〒077-0048 留萌市大町２丁目１２番地
旭川地方法務局留萌支局 （℡０１６４－４２－０４９２）

〒097-0001 稚内市末広５丁目６番１号
旭川地方法務局稚内支局 （℡０１６２－３３－１１２２）


